
令和 7 年３月 1 日 

株式会社アルボレックス 一般事業主行動計画 

 

 社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくること

によって、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計

画を策定する。 

 

１. 計画期間 令和 7 年４月１日～令和１０年３月３１日までの３年間 

 

２. 内  容 

 

 目標 1：計画期間中に採用者に占める女性の割合を 30％以上とする。 

〈対策〉 

●令和 7 年 4 月～採用計画の作成と広告媒体による採用情報の広報の実施 

●令和 7 年９月～女性を対象とした職場見学（事務所、工場、ショールーム）・ 

         OB・ＯＧとの情報交換会の実施 

●令和 8 年 4 月～対象となる男女社員に対して、オペレーター育成研修の実施 

●令和 9 年 4 月～女性配属のない部署を無くす 

 

 

目標 2：社員の子どもや家族が、社員の働いているところを実際に見ることができる 

    「家族参観日」を令和 8 年３月までに実施する。 

＜対策＞ 

●令和 8 年 ６月～ 検討会の設置 

●令和 8 年 ９月～ 社内広報、案内書配布による社員への参加実施についての周知 

●令和 8 年 11 月～ 参観日の実施、社員へのアンケート調査、次回に向けての検討 

 

 

目標 3：計画期間内に、育児休業の取得状況を次の水準以上にする。 

      男子社員   計画期間中に 1 人以上取得すること 

      女子社員   取得率を１００％にすること 

〈対策〉 

●令和 7 年 4 月～ 配偶者の妊娠、本人の妊娠の会社への報告時点で、個別に制度内容 

（育児休業、時短勤務、残業の免除、看護休暇制度など）の説明を 

実施する 

●令和 7 年 10 月～育児休業（産前産後休業）復帰支援面談をその上司とともに行う 

●令和 8 年 10 月～休業取得に対応するため、多能工化と複数担当制等によるカバー体制の 

構築 


